
ボランテイア活動保険

令和5年度

(https ://www.fuku shihoken. co.jp)

ふくしの保険

ボランティア活動中の
さまざまな事故による「ケガ」や

「損害賠償責任」を補償します

さらに後遺障害もフルカバ_ヽ本ノ

なので安心 |

(※ )後遺障害保険金は、後遺障害等級 ]級から14級までの

すべてがお支払いの対象になります。

⌒

ー
―

）
・

，

ノ

ｒ
ｌ
′
ヽ

ア
ｔ

Jピ・
'r

J
_1 、リ

Sヽ″

Cた,

.ヽ´ヽ′

atrrrhli{.rl
鋼Ft

い。・

〔本制度の契約形態〕
本制度は、ボランティア個人またはボランティアグループなどが加入申込人 (加入対象者)となり、
ボランティア個人を被保険者 (保険の補償を受けられる方)と して全国社会福祉協議会が
一括 して損害保険会社と締結する団体契約です。

― ・ .1::::ト

難会福貰全国社会福祉協議会



加入申込人 (加入対象者) (ごカロ入いただける方 )

社会福祉協議会およびその構成員 。会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランテ ィア・市民活動センターなとに登録
されているボランテ ィア、ボランテ ィアグループ、団体
|||※ 団体とは、社会福祉法人、NPO法人、社団法人、財団法人、学校法人、医療法人、地方公共団体、その他地す或ネ畠祉活動 :「́ ■―

'IIし ■む
団体です_なお、登録の方法は最寄りの社会福祉協議会までお問い合わせくたさいこ

|※ 営利企業名 .株式会社 有限会社等11こ よる加入も社員の自由意思 |こ 委ねる活動であれは可能ですが、企業の営利事業の一―:千 三_て
'二

う
活動は対象外となりますので.ご注意ください.

被保険者 (保険の補償を受けられる方 。ご加入者 )

(ケ ガ の 補 償 ):ボ ランテ ィア個人              _
(賠償責任の補償 ):ボランテ ィア個人、ボランテ ィアの監督義務者

・:ド

 、 NPO法 人 't
ll※ 11ボ ランティアがお子さまなどの未成年者で責任能力がない場合には、監督義務者が法律上の損害賠償責任を負われる場合があるため、

被保険者としています´
| ‐||※ 21ポランティアがNPO法人|こ 所属している場合、ポランテンア活動中の事故により、NPO法人か法律上の損害賠償責任を負われる場合が

あるため、被保険者としています.

対象となるボランティア活動
日本国内における「 自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」で、次のCからCまでのいずれかに
該当する活動とします。

0グループの会則に則 り企画、立案された活動であること。
(グルーブが社会福祉協議会に登録されていることが必要です。)

●社会福祉協議会に届け出た活動であること。
0社会福祉協議会に委嘱された活動であること。
※ポランテイア活動のための学習会または会議などを含みます _

※自宅などとポランティア活動を行う場所との通常の経路|こ ぎる往復途上を含みます.1帰宅途中の買い物■■ =ラ ノ手ンア
'舌

動と別の
目的をもって行動を開始した時点で補償は終了します,自 宅以外から出発する場合は、́ の́場所と活動,「 二ヽ三・言i二 ■■なります^|

対象とならないボランティア活動
○自発的な意思による活動 とは考え難いもの

1例 |● 学校管理下にある先生、生徒のポランティア活重t
e道路交通法遠反者による行政処分としてのポランテイア き`重t
e免許、資格、単位取得やインターンシッフを目白1と したヽランティア活動  なと

OPTA、 自治会 、町内会 、老人 クラブ、子 ども会な どボ ランテ ィア活動以外 の目的でつくられた団体 ・グループの事業
(組織活動)や団体構成員の親睦のための活動
1例・ 0団体の当番市」 輪番制の活動、団体の総会、レクリエーション  など

〇有償のボランティア活動 (交通費、昼食代、活動のための原材料費などの実費の支給については無償とみなします。)

1例 , 0幸馳|||か時給 日給 月||さ なとで支払われる場合
|→ ボランティア団体 グルーフで有償のポランティア活動 ネ昌社サービス|をされる場合|ま 「福祉サーヒス=Iゴ 1=言」をこ利用くたさい.=|

◎自宅で行 う活動

○企業等の営利事業の一環 として行 う活動や、業務出張等を含む業務 として行 うボランテ ィア活動
0保険上対象外 とな つているボランテ ィア活動

1例 10海難救助または山岳救助ボランティア活動
●銃器を使用する害獣駆除ポランティア活動
0野火尭き 山焼きを行うまたはチェーンソーを使FFす る森林ホランティア活重t  な二

※スホーツ活動などにおいて、言式合や練習に競技者として参カロする場合は対象|こ なりまt■ _1[tt__ス ホーツを教える活動や福社目的で
スホーツを見せる活動などの場合は対象になります[‐ 詳しくは最寄りの社会福祉協議会まで■■1｀ 合わせくださいcl

補償内容
ボ ランテ ィアがボ ランテ ィア活動中の急激 かつ偶然 な外来の事故 によ り死傷 された場合 や 、偶然 な事故 によ り他人 に
ケガを負わせた り、他人の物 Ⅲlを壊 したこと等によ り法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払 いします。
◆ボランテ ィア自身の食中毒 (0-157な ど)や特定感染症 ■

'も補償 します。
◆熱中症 (日 射病や熱射病)補償 の対象 とな ります。

◆天災・地震補償プランでは、基本プランにおける補償 に加え、天災 (地震 、 1貢失 または津波 )に よる死傷 も補償 します。
(賠償責任の補償 は基本プランと同 じです。)

◆台風な どの風水害による死傷は、基本プランでも補償 され ます。
| ‐||※ 11ポランティア活動に伴って占有、使用または管理する保管物を含みます_

111※ 21「 特定感染症_|と は、「感染症の予防及び感染症の憲者 |こ 対する医療 |こ 関する法律」 |こ 規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症
または新型コロナウイルス感染症 =:34を いいます_2022_年 9月 現在、結核、重症急性呼吸器症候群 t病原体かベータコロナウイルス
属SARSコ ロナウイルスであるものにかきります_‐ 、月易管出血性大月易菌感染症 10-157を 含みます。1等が該当します_

|||※ 311新 型コロナウイルス感染症は、病 1‐京体かベータコロナウイルス雇のコロナウイルス ー令和2年 1月 |こ 、中華人民共和国から世界保健機関に
対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものにかざります.|で あるものにかきります〔,
‐2022年 9月現在、デルタ株やオミクロン株等の変異株も対象となります(D詳細は取扱代理店または保険会社にお問い合わせください

=
|※ 41医師 |こ 「新型コロナウイルス感染屈 と診断された日が2022年 9月 26日 以降の場合、宿泊施設 自宅での療養を「入院」とみなして

保険金をお支払いする取扱いの対象を「重症化リスクの高い方*」 としています .2022年 12月現在_
*以下の方をいいます.

065歳以上の方   0入 院を要する方  ●好婦
●重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方

t注 」今後、変更となる可能性があります j



補償期間 (保険期間)

令和5年4月 1日 午前0時から令和6年3月 31日午後12時までとなります。
中途加入の場合は、カロ入申込手続き完了日の翌日午前0時から令和6年3月 31日午後12時 までとなります。

保険金をお支払いする主な場合
(1)ケ ガの補償

′′

)

ボ ラン テ ィア活 動 中 、

転ん でケガを して通院
した「

(2貝吝償責任の補償

ボランティア活動 |こ 向かう

途中 、交通事故にあって

亡くなられた。

活 動 中、熱 中症 にな り

通院した。
災害ボランティア活動中、

飛 び出 していたクギを
踏みケガをして通院した。

活 動 中、食 べ た弁 当で
ボランティア自身が食中毒に
なって入院した。

lr:‖ 、||メ専,

4η
ttt.|」11

-ヽ    ¬」 ′F■―
|ヽ 1~       _・

`■

1

●/1        ‐́・r2,・
■

“

,     ■■三二

活動中、誤って車いすを転倒させお年寄りに
ケガを負わせた。

家事援助ボランティア活動で清掃中、誤って
花びんを落としてこわした。

自転車でボランティア活動に向かう途中、誤って
他人にケガを負わせた。

(2)賠償責任の補償

1故意

2地震、噴失または津波による事故
3′核燃料物質の有害な特性などによる事故 ・

41心神喪失に起因する事故

5航空機、自動車または銃器の所有、使用または管理に
起因する事故

6被保険者の職業上の職務遂行に直接起因する事故
フ人または動物に対する診療、治療、看護、疾病の予防、
救急救命処置または死体の検案に起因する事故

.3医薬品または医療用具の調剤、調整、鑑定、授与または
授与の指示に起因する事故

p専門職業人資格に基づいて行う施術に起因する事故
など

※自動車による事故は 、力0入者 自身のケガのみが対象とな り、
対人 ・対物事故などの賠償責任については対象となりません。
(自動車保険でのお支払いとなりますc)

※自動車とは 、道路交通法ならびに道路運送車両法に定義されて
いるものをいい、原動機付自転車・ブルドーザー バワーショベル
ユンボ・フォークリフ ト・クレーン車などを含みますc

保険金をお支払いできない主な場合
(1)ケ ガの補償

1故意または重大な過失
2自 殺行為、犯罪行為または闘争行為

3脳疾患、疾病または心神喪失

4無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等に

より正常な運転ができないおそれがある状態での運転
5地震、0貢央または津波 (ただし、天災・地震補償プラン

ご加入の場合は補償の対象となります。)

6核燃料物質の有害な特性などによるケガ
7頸 (けい)部症候群 (いわゆる「むちうち症」)、 腰痛等で

医学的他覚所見
‐※‐

のないもの
3妊娠、出産、早産または流産
9ビッケル等の登山用具を使用する山岳登はんなど危険な

運重tを行っている間の事故
:号業または職務に従事している間の事故

など
・

:・

~玉
手]I′■覚=千 見」とは、理学的検査、神経学的検査 、臨床

t=査  =′象■査等 |こ より認められる異常所見をいいますc

′́て三・予二します。

加入申込手続き
1所定の「加入申込書」に必要事項をご記入 ・ご署名 (フ ルネーム)ま たはご捺印のうえ 、保険料を添えて 、最寄 りの

社会福祉協議会 にご提出ください。既作成の名簿がある場合は 、「加入申込書」に名簿 コピーを添付 してください。
(名簿の書式は問いませんが 、個々の加入者氏名と加入プランを明記してください。)

※地方公共団体、法人の場合は必ず公印、法人印をご捺印ください。
※必ずいし考;竃:万;不:あ^.礎

:き:ゴ撃:磋:鷲:籠i浄|百iき

´
F篭:離i発

'前'ri鋪

:弔 ;0‐書:覇t'獅扱いについて」に同意したうえでお申込みください。また、2□以上の
力0入者がいないこともご確認ください。

2社会福祉協議会がその内容を確認、受付印を押印し、保険料を受領することによって加入申込手続きの完了とします。
0「加入申込書」の2枚目に社会福祉協議会の確認印が捺印されたものが「加入証」となります。大切に保管してください。

※カロ入申込人は2□以上カロ入される被保険者がいないことをご確認の上、お申し込みください。
※誤つて複数□加入を行ってしまった場合は、手続きを行った社会福祉協議会までお申し出いただき、後から力0入した方の取)肖 (保険料
返金)手続きを行ってください。

2



補償金額 (保険金額)・ 保険料 (1名あたり)
II‐ |■ i・ |::||:ltil I il■■」●

=:「
■ 11.:.::‐ ||‐ ■■■ 1「 il■ i
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償特11セ ット

険金の種類
補償プラン

基本プラン 天災 。地震補償プラン 特定感染症重点プラン

1,040フラ円
1,040;万円 (限度額)

6,500円
入院中の手術 65,000円
外来の手術

ケガの
補償

賠償責任の
補償

死亡保険金

後遺障害保険金

入院保険金日額

手術保険金

通院保険金 日額

特定感染症

地震 ・噴央 ・津波による死傷

賠償責任保険金
(対人 対物共通‐

年間保険料

32,500円
4,000円

ネ甫償
1開

女台日から10日 以内は補償対象タト* 補償開始 日から補償
× 〇

●基本フランでは、地震 ・□貫央 ・津波に起因する死傷は補償されません。
◆特定感染症重点フランでは中途カロ入の場合でも補償開始日より特定感染症が補償対象となりますし
◆補償期間 (保険期間)の中途でカロ入される場合も上記の保険料となります_

◆中途脱退による保険料の返金はありません。
◆中途でボランティア (メンバー→の入替や加入フランの変更はできません。
◆ご加入は、お1人につきいずれかのフラン 1□ のみとなります。

お支払いする保険金の内容

*3月 末までに契約手続きが完了し、前年度から継続して契約された場合は初 日から補償します。

保 険金の種類 補 イ賞 内 容

350円

死亡保険金の額 =死亡 後遺

“

章害 1呆 険金客百の金額

ポランティア活動中の事故
―
以下「事故」といいます●|(こ よリケガをされ 、事故の発生

以内に死亡された場合 、死亡 後遺障害保険金額の全額をお支払いします〕ただし、
払いしている場合は 、その金額を差し31し て`お支払いします。

5イ意円帳度額

500F電 550円

の日からその日を含めて180日
すで 1こ 後遺障害保険金をお支

程度に応じて
|を通じ、死亡

死亡
保険金

後遺障害
保険金

〔後遺障害保険金の支払割合
事故によリケガをされ、事故
死亡保険金額の296～ 100%
保険金額を限度とします.

1後遺障害1呆 険金の額=死亡

後遺障害等級

変更 |こ 関する特掏条項 :

の発生の日からその 日を含
をお支払いします.ただし、

日以内に後遺障害が生した場合 、その
すヽる後遺障害保険金の額は、1呆 険期間

め 80て

お支 払

1

じ

後遺障

3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級
% 89 % 78 % 69 % 59 %

%～ 00961

1

0
1

1

1

5

1

7

21 1

% % 3.5 % 2
1

%
1日 に

級 3級 級4
1 O 71 31 05096 429'6 % 5 %

入院
保険金

事故によリケ月をされ 、入院された場合 、事故の発生の日からその日を含めて 180日 以内の人院日数に対し
つきノ、、院保険金日額をお支払いします.

1入院保険金の額=入院保険金日額×入院日数
`事

故の発生の日から180日 以内‐|

~て
1

ります

の 日か

い し
ケ

ガ

の

補

償

貝菩イ甫
償

任
の償

の
F貪

言亥
点数表に 、手術料の算定対象として列挙されている手術

'(1

×

手術
保険金

通院
保険金

特定感染症の
補償について

賠償責任
保険金

14月 1日

定感染症

(※ 11以下の手術は対象となりません .

倉」傷処理 、皮膚切開術 、デブリー ドマン 、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術 整復固定術および
授動術 、抜歯手術

|lt※ 21先進医療に該当する手術は 、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除 、摘出
等の処置を施すものにかきります.

事故によリケガをされ 、通院された場合 、事故の発生の日からその日を含めて 180日 以内の通院 日数 |こ 対し、90日 を
限度として 、 1日 につき通院保険金 田客目をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に
対しては 、通院保険金をお支払いしません .

1通院保険金の額 =通院保険金 ∃額 ×通院 日数 1事故の発生の 日から180日 以内の90日 限度 )|

1注 1,通院されない場合であっても、骨チ 、自党白 、靭帯損傷等のケカをされた部位 1脊柱 、肋骨 、月匈骨 、長管骨等)を
固定するために医師の指示によリギフス等 】||― を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします.

|`※ 1ギフス、ギフスシーネ 、ギフスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、月匈部
固定帯 、胸骨固定帯 、肋骨固定帯 、軟性コルセット、サホーター等は含みません c

r注 21通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支
払いしません。

<
<

した特

し て

で前
対し

|して契約さ
をお支払い

他

ます (免責
賠償金額

したり、
、法律
金額は
1の 決定

（
、
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重要事項等説明書 ボランティア活動保険 契約概要と注意喚起情報
こ加入に際して特にこ確認いただきたい事項や、こ加入者にとつて不利益になる事項等、特にこ注意いただきたい事項を記載しています。
こ加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
【加入者こ本人以外の被保険者 (保険の対象となる方.以下同様とします。)にも、このバンフレットに記載した内容をお伝えください。
また、こ加入の際は、こ家族の方にもこ契約内容をお知らせください.】

この保険のあらまし (契約概要のこ説明)

■商品の仕組み :この商品はポランティア活動保険普通保険約款に各種
特約をセットしたものです。

■保険契約者  1社会福祉法人全国社会福祉協議会
■保険期間  :令 和 5年 4月 ]日 の午前〇時に始まり、令札6年 3月

31日の午後 ]2時 に終わります.

■申込締切日 1保険期間開始の前日。ただし、大規模災害特例が適用
される災害に関するこ加入については、保険期間
開始の当日.

■引受条件 (保険金額等 ,、 保険料、保険料払込方法等 :

引受条件 1保険金額等 )、 保険料はバンフレットに記載しておりますので、
こ確言忍ください c

●方E入対象者 :社会福祉協議会およびその構成員 ・会員ならびに社会
福祉協議会が運営するボランティアセンター 市 民活動
センターなどに登録されているボランティア、ボラン
ティアグルーブ 団体

●被保険者  :【ケガの補償】  ボランティア個人
【賠償責任の補償〕ボランテ/ア 個人、ポランティアの

監督義務者、特定非営利活動法人
●お支払方法 :専用の払込用紙を使用し、払込み (―括払｀いただき

ます。

加入申込書に必要事項をこ記入のうえ、市区町村社協
または都道府県社協の担当窓ロヘこ提出ください。
令和5年 4月 ]日 以降の中途でのこ加入は、随時受付
しています。その場合の保険期間は、加入手続きの
完了した日の翌日午前O時から令和6年 3月 3]日 午後
12時までとなります。なお力日入手続きの完了とは、
加入申込を受付けた社協が加入申込書の内容を確認
した後、受付印を押印し、保険料を受領したときと
します .

●お手続方法

●中途力日入

●団体割引  1団 体割引、過去の損害率による割増引は、本団体
契約の前年のこ加入人数や保険金のお支払状況により
決定しています。
次年度以降、害」増引率が変更となることがありますので、
あらかじめこ了承ください .

また、団体のこ加入人数が ]〇名を下回つた場合は、
この団体契約は成立しませんので、こ了承ください

`

■満期返れい金 ・契約者配当金 |

この保険には、,商 期返れい金 契約者配当金はありません c

■過去の事故歴等によつては、こ加入をお断りする場合がありますので、
あらかじめこ了承ください.

補償の内容 :保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】

被保険者 (補償の対象となる方)が、この保険の対象となる活動従事中
および往復途上において、急激かつ偶然な外来の事故 (以下「事故」と
いいます。)によリケガ (※ )をされた場合、ボランティア活動に起因する
偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたこと等に
より、,去律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 |こ 対して、
保険金をお支払いします。
(※ )身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収

した場合に急激に生 CFる 中毒症状を含みます (網 菌 1生 食中毒、
ウイルス性食中毒を含みます。)。

「熱中症危険担保特約条項」がセットされていますので、日射または
熱射による身体の障害もお支払いの対象となります。

(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、
保険金をお支払いできませんt

保険金の種類 保険金をお支払oヽ する王な場合

「急激かつ偶然な外来の事故」について
「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故が
ゆるやかに発生するのではなく、原因となつた事故から結果としての
ケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である|
「原因 ・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない
出来事をいいます。
「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用による
ことをいいます。
(注 )研しずれ、車酔い、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の

事故」に該当しません。

保険金をお支払いできない主な場合

|1故意または重大な過失
e自殺行為、犯罪行為または闘争行為死 亡

険金保

入院

三
=`―

|

■全―

〔後遺障害保険金の支払害」合変更に関する特約条項〕
事故によリケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180日 以内に後遺
障害が生じた場合、その程度に応じて死亡保険金額の2%～ 100%を お支払い
します。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡保険
金蓼を限度とします。

後遺障害保険金の額 =死亡 ・後遺障害保険金額 ×後遺障害の程度に応じた割合
|(2%～ 100%)

め て

(3環資格運転、,酉 気を帯びた状態での運転
または麻薬等により正常な運転ができない
おそれがある状態での運転 ・

0脳疾患、疾病または心神喪失
0妊娠、出産、早産または流産
0外科的手術その他の医療処置
7)戦争、外国の武力行使、暴動 (テ ロ行為

(※ 1)を除きます。)、 核燃料物質等に
よるもの

3地震、噴火またはこれらによる津波 (天災
危険補償特約をセットしない場合 )

0頸 (け い)部症候群 (いわゆる「むちうち
症」)、 腰痛等で医学的他覚所見 (・ :(2)の
ないもの

■ ビッケル等の登山用具を使用する山岳
登はん、ロッククライミング (フリークライ
ミングを含みます。)、 登る壁の高さが
5mを 超えるボルダ |リ ング、航空機操縦
(職務として操縦する場合を除きます。)、

八ンググライダー搭乗等の危険な運動を
行つている間の事故

■自動車、原動機付自転車等による競技、
競争、興行 (これらに準するものおよび
練習を含みます。)の間の事故

(※ 2)「 医学的他覚所見」とは、理学的
検査、神経学的検査、臨床検査、
画像検査等により認められる異常
所見をいいます。以下同様とします。
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補償の内容 【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】(続き)

保険金をお支払いする主な場合

障害保険金、入院保険金 、通院保険金および葬祭費用

保険金をお支払いできない主な場合
(前ページより続きます。〉
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スリ 急
コロナウイルス属SARSコロナウイルスである
性大腸菌感染症 (O-15フ を含みます。)等が

のコロナ
′て、人に

します。
ます。、腸管出血 '

感染症 は、病原体がベータコロナウイルス属
月に、中華人民共和国から世界保健機関に対し
ることが新たに報告されたものにかぎります。

用語のこ説明

(※ 2)

)である

日 におしヽ
わ

賠償責任の補償

(活動者個人 )

【先進医療】

ます。

rI)故意
0地震、噴)'(ま たは津波
.3核燃料物質の有害な特性による事故
●心神喪失に起因する事故
6航空機、自動車また |よ 銃器の所有、使用

または管:[里 に起因する事故
0被保険者の職業上の職務遂行に直接起因

する事故
(2,人または動物に対する診療、,台療、看護、

疾病の予防、救急救命処置または死体の
検案に起因する事故

‐
3・ 医療品または医療用具の調剤、調整、
鑑定、授与または授与の指示に起因する
事故

!専門職業人資格に基づいて行う施術に起因
する事故             など

病院等において行われる医療行為
ます。対象となる先進医療の種類
さい。 (https: www mhlw 80

「のうち、一定の施設基準|

については、保険期間中 |

を 働 省への
言羊しく

'届 出により行う高度な医療技術をいい
は厚生労働省ホームページをこ覧くだjp toprcs bukyoku isei sensiniryo kikan html|)

【治療】 霙響ダ
必要であると認め、医師が行う治療をいいます.ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいい

【通院】
病院もしくは診療所に通し
受領等のためのものは含,

【入院】
【免責金額】支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。

【親族】 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。

ケガの補償および活動従事者個人の賠償責任 こ加入に際して、特にこ注意いただきたいこと (注意喚起情報のこ説明)

1 クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。

2 こ加入時における注意事項 (告知事項 )

●
姿季ヂ

約者または被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャバンに事実を正確に告けていただく義務 〔告天口義務)があり

<告知事項>
★加入申込蓄等および付属書類の記載事項すべて

●保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なる
ことを告げた場合には、こ契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります _

●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。

3 こ加入後における留意事項 (通知義務等 )

●保険契約後、告知事項に変更が発生する場合、あらかじめ取扱代理店または損保ジャバンまでこ達矢]く ださい.ただし、その事実がなくなった場合は、
こ通知いただく必要はありません。なお、被保険者の入替はできません=また、中途解約による解十]返戻金もありませんので、こ注意ください。

■次のような場合には、あらかじめ取扱代理店までこ通知ください。
加入申込書等および付属書類の記載事項に変更が発生する場合 (ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)

(注)加 入申込書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が被保険者に原因がある場合は、

ョ逮鳥ふ鰍雪 (及;袋:;霞ち|:こ
通矢日ください。その事実の発生が被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代I里 店に

<重大事由による解除等>
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、こ契約が
解除されることがあります。

<他の身体障害または疾病の影響>
●すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなつたときは、それらの影響がなかつたものと

して保険金をお支払いします。

4.責任開始期
保険責任は保険期間初日の午前O時に始まります .

5.事故がおきた場合の取扱い

●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャバンまでこ通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日 以内にこ通知がない場合は、
保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。

●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャバンにこ相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保
ジャバンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになつたりした場合は、保険金の金額または一部をお支払いできないことが
あります。

●保険金のこ請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャバンが求めるものを提出してください。

必要となる書類 必要書類の例
保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍月́`本、委任状、代理請求申請書、住民票    など

傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因
調査報告書                               など

、ヽまたは往診により、

'台

療を受けることをいいます。ただし、,台療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の
みません。

自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。

|(:])

5

② 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類



ケガの補償および活動従事者個人の賠償責任 こ加入に際して、特にこ注意いただきたいこと (注意喚起情報のこ説明)(続き)

必要となる書類 必要書類の例

③
傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の
程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類

弓

引受保険会社 ジャノ 85%

す

た

す
め|

①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償
菫 飾 ∩ 捏 全

死亡診断書(写 )、 死体検案書(写 )、 診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費
領収書、診察券 (写 )、 運転免許証 (写 )、 レントゲン(写 )、 所得を証明する書類、休業
損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書           など
②他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合
修理見積書、写真、領収書、図面 (写 )、 被害品明細書、賃貸借契約書 (写 )、 売上高等
営業状況を示す帳簿(写)                         など

④ 保険の対象であることが確認できる書類 売買契約書 (写 )、 保証書 な ど

⑤ 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 同意書 など

⑥
被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる
書類 螢殆2(来

)、 判決書 (写 )、 調停調書 (写 )、 和解調書 (写 )、 相手の方からの領収書、、

⑦
損保ジャバンが支払うべき保険金の額を算出するための
書類 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など

(※ )保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払つた後にお支払いします。
(注 1)事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、前記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にこ協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、こ親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できる

ことがあります。

●前記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャバンが保険金をお支払いするために必要な
事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその
確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャバンまでお問い合わせくだ
さい。

●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、こ家族の方が加入している保険がお支払対象と
なる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、こ加入の保険証券等をこ確認ください。

6.保険金をお支払いできない主な場合

本バンフレットの補償の内容 【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合lをこ確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返金等
この保険から中途脱退 (解約)される場合、保険料の返戻はありません。また、ボランティアの入替や力日入プランの変更はできません。
8.複数の保険会社による共同保険契約の締結
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【こカロ入内容確認事項】
本確認事項は、万―の事故の際にお客さまに安心して保険をこ利用いただくために、こ加入いただく保険商品がお客さまのこ意向に沿つていること、
こ加入いただくうえで特に重要な事項を正しくこ記入いただいていること等をお客さまこ自身に確認していただくためのものです。
お手数ですが、以下の事項について、再度こ確認ください。
なお、こ確認にあたりこ不明な点がこざいましたら、バンフレットに記載の問い合わせ先までこ連絡ください。

1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのこ意向に沿つマ[し

CO.lp
、これ

□補償の内容 (保険金の種類 )、 セットされる特約
□保険金額
□保険期間

。ヽ

□保険料、
□満期返れ がないこと

:こ II垣日区 [ヽIrζ [1'香:こ諜、うう繋 CIを亜峰調くだきLI:::::IIIII:::IIIIIIIIIII::::::IIIII::::III::::II:::::::::

整ごそ峯 語 語tぞ訴慧1鍵菱晃皇尋春塁11)。
呆険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくこ確認ください (告知事項について、

「¬バンフレットに記載の
~て

の′異検契均等」について、正しく告知されているかをこ確認いただきましたか。

i3:D憂三き[Iうζ重季I事:慮曖[i種彗I意理こ情義の記載書夏たこ:電認]元憂責まし夏iII:::II::::::IIIII:::IIIIIII:::::

「 槙婆」ぁ雫踏想蜃薩詫
|ご

ざψl黒

1実金をお支払いできない主な場合」 |よ お客さまにとつて不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されて

・
呻 躙 疵 濶 珊 巫 勁 暉 卿 灘 訃 黎 珈

靱 李翻 謳 堺約を締結

●曇蠅 [籍尾鼻肇;器軍歩荼饉澪蜃5讐穐髪蜘籍鮒曇ン慣趙勺聰 9韮務等の代理業務を行つております。
したがいまして、取扱代理店とこ締結いただいて有効に成立したこ契約につきましては、損保ジャバンと直接契約されたものになります。

●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、こ契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。
必要に応じて、団体までこ請求いただくか、損保ジャバン公式ウエブサイト (httpS1/WWW.SOmpO― iapan.CO.ipア )でこ参照ください (こ契約
内容が異なつていたり、公式ウェブサイトに約款・こ契約のしおりを掲載していない商品もあります。)

こ不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャバンまでお問い合わせください。
●加入証 (加入申込書2枚目)は大切に保管してください。
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事故が起こつたら
ただちに、加入申込手続 きを行 った社会福祉協議会に、次の事項をご連絡 ください。

1ボランティアの氏名 、住所 、連絡先   2事 故発生の 日時 、場所   3事 故の原因 、状況
4ケガの程度 、病院名 t傷害事故) 5相 手の氏名 、住所 、連絡先 、ケガまたは損害の程度 (賠償事故 )

※事故の発生の日からその日を含めて30日 以内にこ通矢0がない場合は、保険金をお支払いできないことがありますじ
※賠償貢任を負担される事故が発生した場合は、必す損イ呆ジャハンにご相談のうえ、交渉をおすすめください.事前に損保ジャハンの承認を
得ることなく賠償責任を認めたり、賠イ賞金をお支払いになったりした場合は、保険金の金額または一部をお支払いできないことがありますc

※大規不莫災喜特例によりV｀JE日 で加入した場合は、活動先の社会福祉協議会またはポランティアセンターにこ連絡<ださい。

ボランティア活動前後にチェツクしてみましょう。

すべて|こ 国が入ることを目指しましょう。

【活動に行く前のチェックl

□活動内容、活動場所の詳細を確認した。

□自分でできること、できないことの分析はしてある。

□自宅から活動場所までの所要時間を確認した.

I体調は万全 〔普段通り||だ .

(用意しましょう。)

□運動靴   □軍手   □帽子   ロ タオル

□着替え   □筆記用具   E水 筒 (飲み物 ,

(必要に応じて用意しましょう。)

コ懐中電灯   三携帯ラジオ   ロ ヘルメッ ト

【持ち物・服装のチェック】

ロハンカチ  ロティッシュベーバー  □雨具
□救急セット  ロ本人確認書類   □携帯電話

□鉄製のインソール

【活動開始前・活動中の注意】
□責任者からの注意事項の説明を受けた。

□段差や障害物になり得るものの場所を確認した。
□準備運動をした。

取扱代理店

株式会社 福祉保険サービス

□緊急時の避難場所、避難ルー トを確認した。
□休憩時間を確認した。 (適宜取得可能が望ましい。)

【活動後】

□後片付けをした。

□活動を通じてヒヤリとしたこと、ハットしたことのメモをとった。

目目

●このバンフレッ トは棚要を説明したものです。詳細 |こ つき=tし ては 、ご契約者である団体の代表者の方にお渡じしております約款等に
記載しています_必要に応して、団体までご請求いたたくか .損保シャハン公式ウェフサイ ト lhttpsl www sompO―

lapa∩ co lp l.で
ご参照<ださい |こ契約内容が異なっていたり、公式ウェフサイ ト|こ 拘款 ご契約のしおりを掲載していない商品もあります31

ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャハンまでお問い合ゎせ<ださい [

●この保険契約は、次の保険会社が共同で引き受ける共同保険契11であり、幹事保険会社は、他の引受1果 険会社の代理 代行して保険料の
領収 、保険証券の発行 、保険金支払その他の業務または事務を行っております_

引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個 |こ 保険契約上の責`壬 を負います _

【引受保険会社】 r幹事会社・ 損害保険ジャバン株式会社 85% 非幹事会社・ 東京海上日重t欠災4果 険株式会社 45%

お問い合わせは 団体契約者

〒100-0013

東京都千代田区霞が関3-3-2新霞が関 ビル

TEL 03-3581-4667
FA)(03-3581-4763
受付時間 :平 日の9:30～17:30(土 日・祝日、年末年始を除きます。)

● 社会福祉法人全国社会福祉協議会
総務部
〒100‐8980東京都千代田区霞が関3-3-2新霞が関ビル
TEL 03-3581-7820
受付時間 :平 日の9:30～ 17:30(土 日・祝日、年末年始を除きます.)

引受損害保険会社

(幹事保険会社)

損害保険ジャパン株式会社
医療・福祉開発部第二課
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
T[三 L03-3349-51 37 FAX 03-6388-0154
受付時間 :平 日の9:00～ 17:00(土 日・祝日、年末年始を除きます。)

(共同引受保険会社 )

東京海上日動火災保険株式会社

(D-1-1)
SJ22--10553 (2022.12.23)
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